
条例の概要 

 

（市民部 国保年金課） 

題  名 南アルプス市国民健康保険税条例の一部改正について 

趣   旨 

 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６４号）

の公布に伴い、所要の改正を行う必要があるため、本条例の一部を改

正する。 

 

内  容 

〇国民健康保険税の軽減判定基準額に係る見直し 

 

（１）基礎控除額相当分の基準額の引き上げ 

 ［改正後］４３万円 （現行３３万円） 

（２）軽減判定基準の見直し 

［改正後］ 

・７割軽減基準額＝基礎控除額（４３万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

・５割軽減基準額＝基礎控除額（４３万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

          ＋２８．５万円×（被保険者数） 

・２割軽減基準額＝基礎控除額（４３万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

          ＋５２万円×（被保険者数） 

［現行］ 

・７割軽減基準額：基礎控除額（３３万円） 

・５割軽減基準額＝基礎控除額（３３万円） 

          ＋２８．５万円×（被保険者数） 

・２割軽減基準額＝基礎控除額（３３万円） 

          ＋５２万円×（被保険者数） 

施行期日 令和３年１月１日 

留 意 点 
 令和３年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、令和２年度以

前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。 



参考事項  

 


